
通信業における建築物、構築物を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労働

者規

模

1
14～

15

配達する際、入り口付近でつまずき転倒し、左手小指をコンクリート面に強打し

裂傷を負った。
55

100

～

299

1
19～

20

窓口で引き受けた際、お客さまに控えを渡し忘れたため、走って追いかけたとこ

ろ、駐車場の車止めに躓き、転倒して怪我をした。
48

100

～

299

2 15~16
配達物を持って配達先に向かっている途中、道路に左足がつまずいて転倒した。

転倒した時、右足を捻り、右膝を負傷した。
52

100

～

299

5 8～9

集配センターの玄関において、荷物をセンター内に運んでいたところ、足元の靴

に躓き体勢を崩し、配達物の入ったケースを持ったまま左側の棚にぶつかり左手

甲及び小指を負傷した。

55

500

～

999

5
10～

11

団地で配達中、集会ポストへ配達し、バイクまで戻ろうと段差を降りたところ、

更に低い段差があることに気付かず、バランスを崩し転倒し、右足首を痛めた。
48

300

～

499

5
16～

17

就業先1階作業場から、軽四車両へ向かう際に発着場の階段を使わずに発着から

飛び降りようとし、発着の台車止めに右足先を引っ掛け、地面へ右膝より転落し

強打した。

42

300

～

499

集荷作業中、構内の冷蔵庫前に1t車を駐車しようとしたところ、他社の4t車位の

車両が駐車していたため、普段の駐車場所と違う他社車両の隣に駐車をした。 普

段は、冷凍庫前に駐車して、冷凍庫から荷物を取り出して車両に積み込みを行っ
500



6
17～

18

ていた。 今回は、当社車両から冷凍庫へ行き、冷凍庫のドアを右手で開け、120

サイズの荷物を両手で取り出した。 この時、右手は荷物の下から支えて持ち、左

手は荷物を抱きかかえるように外側に回していた。 右開きに開けたドアを閉める

ため、荷物を両手で持った状態で、左手の肘を扉に押し当てて閉めた時、左手小

指がドアのロック部分に挟まり、骨折してしまった。

42 ～

999

6
12～

13

営業のためお客さま宅を訪問した際、玄関先の庭石（飛び石）から足を踏み外

し、右足を捻った。
55 1～9

6
11～

12

発着場において、停めてあった車に乗り込もうと、発着場から地面に降りようと

左足を発着場の端に付いているゴムに足を掛けて降りようとした際、滑って地面

に着地した時に左足を捻って力が掛かり、骨折した。

61

100

～

299

9
20～

21

夜間配達応援時、配達先にバイクを止め、そこから徒歩で在宅を確認しに行く途

中、周囲が暗かったため、側溝（深さ約130cm）の終端と思ってたところが、ま

だ側溝であったため、足から転落、その際、体の右側を側溝で強打及び頭部・右

頬を積み上げているブロックにぶつけ頬を50cm切るとともに両足脛を打撲した。

33

500

～

999

10
13～

14

バイクを降り、郵便受けに郵便物を配達後、バイクに戻る途中、側溝の段差に気

づかずバランスを崩し、バイクのキャリーボックスにもたれかかるように転倒し

た。 その際、右肩が外れるように捻ってしまい、右肩関節捻挫の負傷を負ったも

の。

54

1000

～

9999

11
15～

16

荷物の配達準備中、発着場で配達用車両に荷物を積み込む際に、段差から足を踏

み外して落下し骨折した。
61

300

～

499

11
20～

21

配達時には段差があるのを認識していたが、配達完了後にエレベーターから降り

た時には、段差があることを認識しておらず、また、その時掛けていた老眼鏡が

ずれていて足元が見えにくい状況にもかかわらず、自動ドアに向かって歩き出し

たため、段差に気が付かず、足を取られ、勢いよく壁に衝突して左肩を複雑骨折

した。

57

100

～

299

客先にて年賀はがき出張販売を行うため、裏口から入所し、受付を終え店内に向

かう扉を開けたところ、扉が重いため閉まらなかった。 開放厳禁の貼り紙もあっ 300



12 9~10 たことから、扉を閉めようと扉の蝶番側の枠に手をかけたところ、急に扉が閉

まったため、指が挟まり負傷した。 扉は、ドアノブがない押し開きタイプであっ

た。

62 ～

499

12 16~17
集荷先に向かって歩行中、道に窪みがあるのに気付かず右足が入り、バランスを

崩して転倒した。 その際、右手と右顔面を道にぶつけて怪我をした。
34

100

～

299

12 15~16

小包の配達中、配達を終えて敷地内から軽四に戻るときに、縁石に躓いて前方に

転倒した。 転倒した際に右手から地面につき、右腕を捻り、左膝を打撲し負傷し

た。

52

100

～

299

12 14~15
ワゴンセールのシフトに入るため、1Fのフロアを歩行していたところ、転倒して

左膝を骨折した。
65

100

～

299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html

	ローカルディスク
	file:////jishalan13/080技術部/国際セ/情報提供/安全衛生統計/2021英文/日本語/2017死傷事例/小業種起因物/pdf/2017jnfi110101cs418.html


